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子ども手当が変わりました。子ども手当が変わりました。

朝日町子育て短期支援
（ショートステイ）

○10月以降の子ども手当制度について
　（平成23年10月～平成24年3月）
１．支給対象
　　子ども手当は、中学校卒業まで（15歳に達した後
　　最初の３月31日まで）の子どもを養育している方
　　に支給します。
２．支給額
　　３歳未満…………月額15,000円
　　３歳以上
　　　小学校修了前

…月額10,000円

　　　（第3子以降は15,000円）
　　中学生……………月額10,000円
３．支給時期
　　平成24年2月……平成23年10月～平成24年1月分
　　　　　　　　　　（4ヵ月分）
　　平成24年6月……平成24年2月～平成24年3月分
　　　　　　　　　　（2ヵ月分）
４．保育料や、受給者の申し出があった場合の学校給
　　食費などを、子ども手当から徴収することなどが
　　可能になります。
５．今までの子ども手当と違うところ
　・子どもが日本国内住んでいる場合に子ども手当を
　　支給します。
　　（ただし、子どもが海外に留学している場合は、

　　子ども手当を受け取ることができる場合がありま
　　す。）
　・父母が、離婚協議中で別居している場合は、お子
　　さんと同居している方に支給される場合がありま
　　す。
　　ただし、国内で単身赴任の場合は、これまでどお
　　り、子どもの生活費を主に負担している方に支給
　　します。
　・父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本
　　国内に住む子どもを養育している人を指定すれば、
　　指定された方に子ども手当を支給します。
　・子どもを養育している未成年後見人がいる場合は、
　　未成年後見人に子ども手当を支給します。
　・子どもが施設に入所している場合や里親等に委託
　　されている（預けられている）場合は、原則とし
　　て、その施設の設置者や里親等に子ども手当を支
　　給します。
※　中学校卒業前のお子さんをもつ方へ
　　10月から子ども手当を受け取るためには、これ
　　まで子ども手当を受け取っていた方も含め、全て
　　の方について申請が必要です。平成23年10月1日
　　の時点で受給資格のある方は、平成24年3月末ま
　　でに申請すれば、10月分から手当を受け取るこ
　　とができます。

　平成23年10月1日から、ご家庭内で子育てが一時
的に困難になった場合に、子ども（満十八歳に満たな
い方）をお預かりする事業を開始しましたのでご案内
します。
利用要件（町内に居住している方）
　○子育てが一時的に困難な場合
　　・疾病
　　・育児の疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安
　　　等身体上又は精神上の事由
　　・出産、看護、事故、災害、失踪その他家庭養育
　　　上の事由
　　・冠婚葬祭、転勤、出張、学校等の公的行事への
　　　参加その他社会的な事由
　○経済問題等により緊急一時的に母子の保護を必要
　　とする場合
　○母子が夫の暴力等により緊急一時的に保護を必要
　　とする場合
利用期間　原則として1回の利用につき7日以内
　　　　　（宿泊を伴います。）
利用内容　食事、その他身の回りの世話など

利用手続　役場子育て健康課窓口で事前の申請が必要
　　　　　です。
　　　　※認め印をご持参ください。
利用料金

利用施設　乳児院・児童養護施設エスペランス四日市
　　　　　児童養護施設エスペランス桑名
　　　　※場合によってはご利用できないことがあり
　　　　　ます。
問い合わせ先　子育て健康課（電話377－5652）　

　11月1日㈫から30日㈬までの１か月間は、児童虐待防止推進月間です。

　イライラして、つい必要以上に子どもをしかったり、たたいてしまったり
していませんか「このままでは、虐待をしてしまうのでは・・・」「もしか
したらこれって虐待では・・・」と悩んでいませんか
　子どもへの虐待は、子育ての不安から始まることがよくあります。
　様々なストレスがきっかけになって虐待をしてしまう・・・それは、決し
て特別なことではありません。同じように悩んでいる人は、たくさんいます。
　一人で悩まないで、下記の相談機関へご相談ください。

1．「おかしい」と感じたら迷わず通報
2．「しつけのつもり・・・」は、言い訳
3．ひとりで抱え込まない
4．親の立場より子どもの立場
5．虐待はあなたの周りでも起こりうる

　人には言えない悩みを抱えて、誰に相談してよいかわからない「女性の悩み」に、三重県北勢福祉事務所の女性
相談員が電話相談・面接相談を受け付けています。
※費用は、無料です。秘密は守ります。

女 性 の 悩 み 相 談

たとえば、こんなときに・・・
　○夫や恋人からの暴力（ドメスティック・バイオレ
　　ンス）のこと
　　殴られたり、蹴られたりするなどの身体的な暴力、
　　なじられたり、怒鳴られたりするなどの言葉の暴
　　力・精神的な暴力、生活費が貰えないなどの経済
　　的な暴力を受けるなどしてお悩みの方。
　○離婚のこと
　　離婚を考えている、あるいは、離婚を迫られてい
　　る。
　○親子、嫁姑などの家族問題のこと
　○近隣、職場などの対人関係のこと

　一人で悩まないで、お気軽にご相談ください。
　
　三重県北勢福祉事務所　女性相談専用
　　電話　059－352－0557
　　月曜日から金曜日まで
　　午前9時から午後3時45分
　　※年末年始、祝日は、お休みです。都合により相
　　　談日時を変更することがあります。

　あなたの気づきが事件を防ぎます。「誰かの身の危
険を感じる大きな怒鳴り声や大きな物音などが聞こえ
たら」110番通報を

　ご近所で「虐待かなと思ったら」、「おかしい」と
感じたら迷わず連絡を
　三重県児童相談センター北勢児童相談所
　　電話059－347－2030（平日昼間）
　　電話059－347－2052（休日夜間）
　朝日町役場子育て健康課
　　電話377－5652（平日昼間）

子どもを虐待から守るための5か条

　本年も建物火災が48件（10月1日現在）発生し、うち20件が住宅からの火災となっています。
　今年はストーブに関する火災が多く、以下コンロ、タバコによるものとなっていますので、みなさまも以下のことに
気をつけて、火事を起こさない環境をつくりましょう。

■問い合わせ先　消防本部予防保安課（TEL356－2010)

《防火ポスター・
防火習字作品展》  

秋の火災予防運動　11月9日～11月15日

消したはず　決めつけないで　もう一度

　たくさんのご応募、あり
がとうございました。優秀
作品の展示を以下のとおり
行います。 
日時　11月6日㈰～13日㈰
場所　イオン四日市尾平店 
　　　１階
問い合わせ先
消防本部予防保安課
(☎356－2010
 FAX356－2041) 

事業を　 　しました朝日町子育て短期支援
（ショートステイ） 事業を　 　しました

0円
0円
0円

1,100円
1,000円
300円
5,350円
2,750円
750円

２歳未満児
２歳以上児
緊急一時保護の母親
２歳未満児
２歳以上児
緊急一時保護の母親
２歳未満児
２歳以上児
緊急一時保護の母親

生活保護世帯

市町村民税非課税世帯

一般世帯

児童年齢区分利用世帯区分 利用者負担分
（日額）

児童虐待
防止

推進月間

児童虐待
防止

推進月間

児童虐待
防止

推進月間

【消防本部から
　のお知らせ】

平成23年
10月から
平成23年
10月から

開始

～自らの身を守るために～
●火災から逃げ遅れないよう、住宅用火災警報器を設置する。
～火事を出さないために～
●コンロを使用しているときは、できる限りその場を離れない。
　その場を離れるときは、必ずコンロの火を消しましょう。
●ストーブを使用するときは、周りに燃えやすいものを置かない。
●寝タバコは絶対にしない。
　また、灰皿には水を張るなど、タバコは確実に消して、灰皿に吸
殻をためないようにする。
●建物の周りに燃えやすいものを置かない。
～早く消すために～
●火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器を設置しましょう。


